
中央区子ども・子育て支援事業計画の進捗状況管理

個別事業

（令和６年度分）

資料２－２



方向性１　子どもが元気に明るく育つ環境をつくります

基本施策１－１　教育・保育環境の整備

事業
令和5年度
（前年度）

令和6年度
（現年度）

今後の方向性 所管課

保育施設の整備　☆

保育所等定員数
　0歳：515人
　1～2歳：2,488人
　3～5歳：3,740人
※認可保育所・認定こども園・認証
   保育所・地域型保育事業の合計

保育所等定員数
　0歳：522人
　1～2歳：2,623人
　3～5歳：3,879人
※認可保育所・認定こども園・認証
   保育所・地域型保育事業の合計

　引き続き、保育ニーズや再開発の
動向等を注視しながら、認可保育所
の整備等に取り組んでいきます。

保育課

【居宅訪問型保育事業】
　障害者向け：3人
　待機児童向け：14人

【居宅訪問型保育事業】
　障害者向け：2人
　待機児童向け：27人

　ニーズや待機児童の状況に応じて
実施していきます。

【認証保育所保育料補助等】
　保育料補助件数：延べ3,213件

【認証保育所保育料補助等】
　保育料補助件数：延べ2,843件

　保育ニーズの高い0～2歳児クラス
については、認可保育所等に通う第
1子の保育料が無償化されることに
伴い、保育料補助金の補助上限額を
拡大します。
　また、3～5歳児クラスについては、
認可保育所での受入れを積極的に
進めていくことから、令和9年度から
国による無償化分のみの補助として
いきます。

育児休業後の保育
施設の確保

1歳児から定員設定の保育施設数
：29園（認定こども園を含む)

期間限定型保育事業（4，5歳児クラ
スの空きを利用し1歳児の保育を実
施）
　実施認可保育所：8園
　1歳児定員：24人

1歳児から定員設定の保育施設数
：31園（認定こども園を含む)

期間限定型保育事業（4，5歳児クラ
スの空きを利用し1歳児の保育を実
施※）
※一部最長2歳になる年の年度末ま
で受入れ
　実施認可保育所：6園
　1歳児定員：30人

　引き続き、新規開設の認可保育所
において、空きが出る4，5歳児クラス
の枠を活用し、1，2歳児の保育を実
施します。

保育課

認定こども園の整備
☆

保育所型認定こども園の整備（1園）
　・昭和こども園
　　（令和5年4月開園）

幼保連携型認定こども園の整備
（2園）
　・阪本こども園
　　（令和3年4月開園）
　・渋谷教育学園晴海西こども園
　　（令和6年2月竣工・開設準備）

保育所型認定こども園の整備（1園）
　・昭和こども園
　　（令和5年4月開園）

幼保連携型認定こども園の整備
（1園）
　・渋谷教育学園晴海西こども園
　　（令和6年4月開園）

　引き続き、保育ニーズ等を注視しな
がら、整備を検討していきます。

保育課
学務課
学校施設課

（２）
施設整備以外の保
育事業等　☆

保育課

認定こども園の整備2

（３）

（１）

　（　注　釈　）
　　事業欄に☆または★がある事業は以下のとおりです。

　☆：計画の基本的記載事項として規定され、「中央区子ども・子育て支援事業計画の進捗状況管理　主な事業の量の見込みと確保方策」に計画上の施策・事
　　　業の状況、実績数値などをもとに点検・評価を掲載しています。

　★：学童クラブと連携するため、「中央区子ども・子育て支援事業計画の進捗状況管理　主な事業の量の見込みと確保方策」に計画上の施策・事業の状況、
　　　実績数値などをもとに点検・評価を掲載しています。

保育環境の整備

№

1

（１）

1



方向性１　子どもが元気に明るく育つ環境をつくります

基本施策１－１　教育・保育環境の整備

事業
令和5年度
（前年度）

令和6年度
（現年度）

今後の方向性 所管課№

小・中学校の整備
☆

・阪本小学校（令和2年8月開設）
・城東小学校（令和4年9月開設）
・晴海西小学校・晴海西中学校
（令和6年2月竣工・開校準備）

・晴海西小学校・晴海西中学校
（令和6年4月開校）

・晴海西小学校第二校舎
（令和11年4月開設予定）
・日本橋中学校
（令和12年度4月開設予定）
・晴海中学校（新校舎建設予定）

学校施設課（１）

3 教育環境の整備
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方向性１　子どもが元気に明るく育つ環境をつくります

基本施策１－２　教育・保育内容の充実

事業
令和5年度
（前年度）

令和6年度
（現年度）

今後の方向性 所管課

保育士への支援

・キャリアアップ補助金
　：77園
・保育士等職員宿舎借上支援事業
　補助金(公設民営園を含む）：78園
・保育士資格取得支援事業補助金
　：3園
・ICT推進事業補助金：3園
・実務研修
  （区立・私立認可保育所等の保育
    士、看護師、調理員対象）：15回
・私立園歳児別研修：2回

・キャリアアップ補助金
　：78園
・保育士等職員宿舎借上支援事業
　補助金(公設民営園を含む）：83園
・保育士資格取得支援事業補助金
　：0園
・ICT推進事業補助金：0園
・実務研修
  （区立・私立認可保育所等の保育
    士、看護師、調理員対象）：15回
・私立園歳児別研修：2回

　引き続き、保育士確保のために対
応した事業を実施します。
　また、保育士一人ひとりの意欲を高
め、専門性の向上につながる研修を
継続して行います。

子ども子育て支援課
保育課
学務課

教育・保育における
安全対策

　各施設・事業者ごとに策定した安全
確保策の取組状況を確認し、巡回支
援を行うとともに、私立認可保育所等
においては指導検査を実施していま
す。
　死亡事故や治療に要する期間が30
日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事
故等が発生した場合、区への速やか
な報告を行うとともに、区は都を通じ
て国に報告しています。

　各施設・事業者ごとに策定した安全
確保策の取組状況を確認し、巡回支
援を行うとともに、私立認可保育所
等においては指導検査を実施してい
ます。
　死亡事故や治療に要する期間が30
日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事
故等が発生した場合、区への速やか
な報告を行うとともに、区は都を通じ
て国に報告しています。

　各施設、事業者における事故防止
の取組など安全確保策を確認するた
め、区の巡回支援・指導監督を強化
していきます。
　引き続き、重大事故が発生した場
合には速やかに都を通じて国に報告
を行うとともに、区全体で共有し安全
対策の徹底を図っていきます。

子ども子育て支援課
保育課
指導室

遊びや活動の場の確
保

・保育所園庭開放：14園
・プール貸し出し園：11園
・学校校庭、体育館貸し出し
　：16校79園
（私立認可保育所等の運動会利用）
・十思スクエア小ホール利用
　：延べ530人
・浜町運動場利用：延べ8,488人
・月島運動場利用：延べ4,840人

・保育所園庭開放：15園
・プール貸し出し園：10園
・学校校庭、体育館貸し出し
　：15校77園
（私立認可保育所等の運動会利用）
・十思スクエア小ホール利用
　：延べ418人
・浜町運動場利用：延べ7,644人
・月島運動場利用：延べ4,162人

　引き続き、子どもの成長・発達を促
し、集団遊びや交流の場となる安心・
安全な遊び場を確保するとともに利
用しやすい仕組みづくりを行います。

子ども子育て支援課
保育課
スポーツ課

多様な主体の参入促
進　☆

私立認可保育所・認定こども園数
：63園
　【運営主体】
　　社会福祉法人：8園
　　学校法人：2園
　　株式会社：52園
　　有限会社：1園

私立認可保育所・認定こども園数
：67園
　【運営主体】
　　社会福祉法人：8園
　　学校法人：3園
　　株式会社：55園
　　有限会社：1園

　引き続き、私立認可保育所の開設
支援に努めていきます。
　また、本区において新規に参入す
る事業者へ指導・監督・助言等を行う
体制づくりを推進していきます。

保育課

№

1 保育の質の確保

（２）

（１）巡回支援
　私立認可保育所（65園）：593回
　小規模・事業所内保育所（2園）
　：14回
  認証保育所（11園）：89回
　区立・公設民営保育所（16園）
  ：89回
　認可外保育施設（31施設）：159回
　都認証巡回指導同行（11施設）
　：6回
　都認可外巡回指導同行（44施設）
　：8回

（２）指導検査
　私立認可保育所（65園）：58回
　※都との合同検査4回
　小規模・事業所内保育所（2園）
　：2回
　認証保育所（11園）6回
　区立・公設民営保育所（16園）：5回
　都検査立会い 認可保育所：0回
　都検査立会い 認証保育所：1回
　都検査立会い 認可外保育所：3回

保育課

（１）巡回支援
　私立認可保育所（62園）：583回
　小規模・事業所内保育所（2園）
　：18回
  認証保育所（12園）：96回
　区立・公設民営保育所（16園）
　：58回
　認可外保育施設（32施設）：151回
　都認可外巡回指導同行（48施設）
　：10回
　都認証巡回指導同行（12施設）
　：4回

（２）指導検査
　私立認可保育所（62園）：57回
　※都との合同検査2回
　小規模・事業所内保育所（2園）
　：2回
　認証保育所（12園）5回
　都検査立会い 認可保育所：0回
　都検査立会い 認証保育所：0回
　都検査立会い 認可外保育所：6回

　定期的な巡回をすることにより、保
育内容や安全性の確認をするととも
に、質の確保・向上に取り組みます。
　また、多様化する保育施設の実態
を把握し、認可外保育施設の指導検
査にも取り組み、中央区全体の保育
水準の向上を図ります。

（１）
保育園巡回支援・指
導検査

（４）

（５）

（３）
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方向性１　子どもが元気に明るく育つ環境をつくります

基本施策１－２　教育・保育内容の充実

事業
令和5年度
（前年度）

令和6年度
（現年度）

今後の方向性 所管課№

保幼小の連携　☆

保幼小における合同連絡会・連携の
実施
　連絡会：  2回
　連携日：22回

保幼小連携推進委員会の実施：5回

保幼小における合同連絡会・連携の
実施
　連絡会：  2回
　連携日：22回

保幼小連携推進委員会の実施：5回

　保幼小連携推進委員会では、保幼
小の接続・連携の課題解決に向けて
検討を行い、必要に応じて指導資料
集等の更新・作成を行います。

子ども子育て支援課
保育課
指導室

幼稚園訪問指導・研
修の実施

・訪問指導
　　公立幼稚園（13園）：418回
・研修
　　法令等研修：41回
 　 必修研修：8回
　　指導力ＵＰ講座：8回

・訪問指導
　　公立幼稚園（13園）：403回
・研修
　　法令等研修：24回
 　 必修研修：8回
　　指導力ＵＰ講座：8回

　定期的な訪問指導、職層、経験に
応じた研修をすることにより、教育の
質の確保・向上に取り組みます。

指導室

指導室
学力・豊かな心・
健康、体力

【学力】
・学習力サポートテスト等の結果
 分析に基づく授業改善
・区独自の講師を活用した少人数
 指導・習熟度別指導の実施
・学習用タブレットを活用した協働
学習やドリルソフトによる個別最
適な学びの充実
・就学前教育から義務教育9年間
 に至る学びの連続性を確保する
 ための交流や情報交換等

【豊かな心】
・教育活動全体を通じた人権教育
 の推進
・道徳の時間を中心に教育活動
 全体を通した道徳教育の実施
・道徳授業地区公開講座の実施
・命と心の教育の推進

【健康、体力】
・保健学習やマイスクールスポーツ、
 運動部活動等の日常的な運動に
 関する取組の実施
・「小中学校児童・生徒体力調査」
 の実施
・全小学校における体育指導補助員
 および中学校部活動外部指導員の
 配置
・食育の授業の実施

【学力】
・学習力サポートテスト等の結果
 分析に基づく授業改善
・区独自の講師を活用した少人数
 指導・習熟度別指導の実施
・学習用タブレットを活用した協働
学習やドリルソフトによる個別最
適な学びの充実
・就学前教育から義務教育9年間
 に至る学びの連続性を確保する
 ための交流や情報交換等

【豊かな心】
・教育活動全体を通じた人権教育
 の推進
・道徳の時間を中心に教育活動
 全体を通した道徳教育の実施
・道徳授業地区公開講座の実施
・命と心の教育の推進

【健康、体力】
・保健学習やマイスクールスポーツ、
 運動部活動等の日常的な運動に
 関する取組の実施
・「小中学校児童・生徒体力調査」
 の実施
・全小学校における体育指導補助員
 および中学校部活動外部指導員の
 配置
・食育の授業の実施

【学力】
・各種学力テストを活用した継続した
 授業改善
・非常勤講師等を活用した個に応じ
 た指導の充実
・幼稚園・保育園等、小学校、中学校
 の連携強化

【豊かな心】
・保護者・地域と連携した人権教育、
 道徳教育の充実
・自殺防止を含めた命と心の教育
 の充実

【健康、体力】
・健康づくりや体力づくりの推進
・「小中学校児童・生徒体力調査」を
 活用した体力向上の取組の充実
・体育指導補助員・中学校部活動
 外部指導員配置の継続
・食育推進事業の充実

（２）

（１）

2 保幼小の連携

（１）

3 教育内容の充実

4



方向性１　子どもが元気に明るく育つ環境をつくります

基本施策１－３　子どもの居場所づくり

事業
令和5年度
（前年度）

令和6年度
（現年度）

今後の方向性 所管課

放課後児童健全育
成事業（学童クラブ）
☆

クラブ数：15
定員数：550人
暫定定員数：105人
登録定数：140人
受入定員数：795人

クラブ数：27
定員数：1,028人
暫定定員数：105人
登録定数：140人
受入定員数：1,273人

　待機児童対策として、学童クラブの
定員拡大を図るため、引き続き区立
小学校内へ学童クラブを設置するほ
か、民設民営学童クラブの利用率向
上に向けて、補助内容の拡充を通じ
た利用環境の充実や利用者負担の
軽減に取り組んでいきます。
　プレディプラス実施校では、児童が
安全に安心して過ごし、多様な体験・
活動を行えるよう、学校との連携を
深めながら活動場所の拡充を進める
とともに、近隣の児童館とも連携した
イベントなどを実施し、活動内容の充
実も図っていきます。

放課後対策課

放課後子供教室（子
どもの居場所「プレ
ディ」）　★

実施校数：12校
利用登録者数：3,378人
延べ利用者数：202,833人

実施校数：13校
利用登録者数：3,708人
延べ利用者数：208,202人

　登録児童数の増加が見込まれる中
においても、児童が安全に安心して
過ごし、多様な活動・体験を行えるよ
う、学校との連携を深めながら、引き
続き活動場所の拡充を図っていきま
す。
　児童が通っている小学校内で放課
後の時間を過ごすことができるよう、
プレディ未設置校においては、プレ
ディの開設に向けた準備を進めてい
きます。

放課後対策課

【児童館】
児童館利用者数：565,443人

【児童館】
児童館利用者数：587,123人

【児童館】
　乳幼児から中高生までのさまざま
なニーズに対応できるよう柔軟な運
営を図っていきます。

【児童館でのボランティア活動の推
進】
キッズボランティア参加者数：577人

【児童館でのボランティア活動の推
進】
キッズボランティア参加者数：595人

【児童館でのボランティア活動の推
進】
　引き続き、児童館行事への参画等
を通じてボランティア活動を推進して
いきます。

（３） 児童館運営 放課後対策課

№

1 子どもの居場所づくり

（１）

（２）
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方向性２　すべての子育て家庭を支援します

基本施策２－１　妊娠期から子育て期まで安心して過ごすための支援

事業
令和5年度
（前年度）

令和6年度
（現年度）

今後の方向性 所管課

妊婦健康診査　☆

＜妊婦健診受診者数＞
　１回目（実人数）：1,953人
　２～14回目（延人数）：19,233人
　超音波検査（延人数）：5,434人
　子宮頸がん検査（実人数）：1,830人

＜妊婦健診受診者数＞
　１回目（実人数）：2,048人
　２～14回目（延人数）：20,095人
　超音波検査（延人数）：7,431人
　子宮頸がん検査（実人数）：1,918人

　国が示す妊婦健診の実施基準を踏
まえ、検査項目等に検討を加えなが
ら、妊婦健康診査を実施していきま
す。

健康推進課
保健センター

母子保健教育（プレ
ママ教室、パパママ
教室）・産後ケア（宿
泊型）事業

【母子保健教育（プレママ教室、パパ
ママ教室）】
　プレママ教室：延べ27回、
　　　　　　　　　  延べ485人
　働く女性のためのプレママ教室
　：14回、188人
　パパママ教室：30回、1,145人
　※プレママ教室は1回3日制を9回
　　 実施

【産後ケア（宿泊型）事業】
　産後ケア（宿泊型）事業利用者
　：369組

【母子保健教育（プレママ教室、パパ
ママ教室）】
　プレママ教室：延べ27回、
　　　　　　　　　  延べ541人
　働く女性のためのプレママ教室
　：14回、203人
　パパママ教室：32回、1460人
　※プレママ教室は1回3日制を9回
　　 実施

【産後ケア事業】
　産後ケア事業利用者
　・宿泊型：517組
　・日帰り型：332件
※日帰り型は、令和6年10月1日から
開始

【母子保健教育（プレママ教室、パパ
ママ教室）】
　引き続き、プレママ教室、働く女性
のためのプレママ教室、パパママ教
室を実施することにより、保護者の子
育てする力の向上に取り組んでいき
ます。

【産後ケア事業】
　引き続き、産後ケア事業を実施す
ることにより、出産後の母親の育児
に対する負担感の軽減に取り組んで
いきます。

健康推進課
保健センター

乳児家庭全戸訪問
事業（新生児等訪問
指導）　☆

出生数：1,783人
訪問率：92.16％
把握率：100％

出生数：1,950人
訪問率：96.5％
把握率：100％

出生数（0歳児人口推計）：1,945人
　生後28日以内の新生児及び4カ月
までの乳児を対象に実施します。

健康推進課
保健センター

№

1 妊娠・出産に関する支援

（１）

（３）

（２）
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方向性２　すべての子育て家庭を支援します

基本施策２－１　妊娠期から子育て期まで安心して過ごすための支援

事業
令和5年度
（前年度）

令和6年度
（現年度）

今後の方向性 所管課№

【子どもの事故予防対策】
　子どもの事故予防講演会
　参加者：42組
　乳幼児健診等における事故予防
　教育：4,488人

【子どもの事故予防対策】
　子どもの事故予防講演会
　参加者：32組
　乳幼児健診等における事故予防
　教育：4,775人

【子どもの事故予防対策】
　乳幼児健康診査等における集団教
育や講習会の実施により、引き続き
発達段階に応じた事故防止対策の
普及・啓発を行っていきます。

【保育施設での取組】
　クッキング保育：2,019回
　食育の話（子ども）：1,140回
　セレクト給食：250回
　食育の話（保護者）：152回
　食事相談：1049回
　食育情報の配布・配信：1,223回
　食育パンフレット6,600部
　　(対象　区立・私立・小規模・認証)

【保育施設での取組】
　クッキング保育：2,331回
　食育の話（子ども）：1,343回
　セレクト給食：262回
　食育の話（保護者）：225回
　食事相談：1,088回
　食育情報の配布・配信：1,437回
　食育パンフレット6,600部
　　(対象　区立・私立・小規模・認証)

【保育施設での取り組み】
　食に関する多様な取組を通じて、
園児・保護者の食への興味・関心を
高めるとともに、保育ＩＣＴシステムを
活用し保護者への食育情報の発信
強化を図り、子どもの健やかな育ち
を支援できるよう引き続き取り組んで
いきます。

子ども子育て
支援課

【学校での取組】
　学校給食
　：小学校16校、中学校4校
  親子（食育）クッキング
　：新型コロナウイルス感染症拡大
    防止のため実施校なし
食育に関する授業
：小学校17校、中学校5校

【学校での取組】
　学校給食
　：小学校17校、中学校5校
  親子（食育）クッキング等
　：小学校3校
　食育に関する授業
　：小学校17校、中学校5校

【学校での取組】
　引き続き、学校給食や食育の授
業、親子（食育）クッキング等の取り
組みを通じて、児童・生徒が食に関
する正しい知識や望ましい食習慣を
身に付けることができるよう食育を推
進していきます。

学務課
指導室

2 子どもの健康推進

（１）
乳幼児健康診査・
乳幼児健康相談

健康推進課
保健センター

【乳幼児健康診査】
　3～4カ月児健康診査：1,805人
　1歳6カ月児健康診査：1,618人
　3歳児健康診査：1,652人

【乳幼児健康相談】
　32回
　延べ300人
　子どもの発達相談57人

【乳幼児健康診査】
　3～4カ月児健康診査：1,626人
　1歳6カ月児健康診査：1,659人
　3歳児健康診査：1,544人

【乳幼児健康相談】
　24回
　延べ230人
　子どもの発達相談39人

【乳幼児健康診査】
　引き続き、乳幼児健康診査を実施
することによる健康支援に加え、健
診未受診者の状況把握についても
充実し、育児不安の更なる解消を
図っていきます。

【乳幼児健康相談】
　引き続き、相談支援の取組を実施
することにより、保護者が抱える悩み
や不安を解決・軽減し、子育て支援
に取り組んでいきます。

（２） 食育の推進

【保健所・保健センターでの取組】
　子ども健康教室
　：4回  84人
　
　親子食育教室
  ：1回　14人
　キッズクッキング
  ：2回　53人
　幼児食育教室
  ：3回   56人
　食べ物による窒息事故予防チラシ
配布
  ：2,000部

健康推進課
保健センター

【保健所・保健センターでの取組】
　子ども健康教室
　：6回（1回2日制）、延べ92人
　
　親子食育教室
  ：1回　26人
　キッズクッキング
  ：1回　30人
　幼児食育教室
  ：2回  33人
　共食チラシ配布
  ：2,000部

【保健所・保健センターでの取組】
　乳幼児期から学童期にかけての発
達段階に応じた取組を通じて、家庭
での食育が継続的に実践されること
を促進します。ライフコースアプロー
チの視点を踏まえ、成長に合わせた
食習慣づくりを支える体制整備に引
き続き取り組んでいきます。
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方向性２　すべての子育て家庭を支援します

基本施策２－１　妊娠期から子育て期まで安心して過ごすための支援

事業
令和5年度
（前年度）

令和6年度
（現年度）

今後の方向性 所管課№

予防接種

＜任意予防接種費用助成＞
　おたふくかぜ任意予防接種費用一
部
  助成事業：延べ3,250人
　先天性風しん症候群対策事業
　：延べ785人

＜任意予防接種費用助成＞
　小児インフルエンザ任意予防接種
　費用一部助成事業：延べ21,100人
　おたふくかぜ任意予防接種費用
　一部助成事業：延べ3,334人
　先天性風しん症候群対策事業
　：延べ718人

　引き続き、予防接種法に基づく定
期予防接種及び任意予防接種の費
用助成事業を実施するとともに、乳
幼児の保護者負担軽減と接種忘れ
を防止するための支援を行っていき
ます。

健康推進課

子ども子育て応援
ネットワーク

支援連絡会議開催回数　6回

協議件数 6件
【内訳】
　関係部署での情報共有　6件
　支援プラン作成件数　6件

支援連絡会議開催回数　8回

協議件数 8件
【内訳】
　関係部署での情報共有　3件
　支援プラン作成件数　5件

引き続き、保健所・保健センターと子
ども家庭支援センター・放課後対策
課で連携し、妊娠期から子育て期に
わたる切れ目のない支援を行いま
す。

子ども家庭支援
センター

（３）

（１）

3 妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援
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方向性２　すべての子育て家庭を支援します

基本施策２－２　多様な子育て支援サービスの提供

事業
令和5年度
（前年度）

令和6年度
（現年度）

今後の方向性 所管課

＜保育所申込等に関する相談体制＞
　区役所：1カ所
　その他（出張相談）
　　：特別出張所・保健所・
　 　保健センター・子ども家庭支援
   　センター

　認可保育所入所申込受付
　　：2,935件
　保育園入園出張相談での相談
　　：800件

＜保育所申込等に関する相談体制＞
　区役所：1カ所
　その他（出張相談）
　　：特別出張所・保健所・
　 　保健センター・子ども家庭支援
   　センター

　認可保育所入所申込受付
　　：2,881件
　保育園入園出張相談での相談
　　：900件

　引き続き、保育園長経験者等を窓
口に配置し、保育所の利用や申込み
に関するさまざまな相談にきめ細か
に対応していくとともに、出張相談に
予約制を導入するなど、保護者の利
便性の向上を図っていきます。

　地域子育て支援拠点事業（子育て
　交流サロン「あかちゃん天国」）での
　相談：870件
　実施箇所：7カ所

地域子育て支援拠点事業（子育て
　交流サロン「あかちゃん天国」）での
　相談：999件
　実施箇所：7カ所

　引き続き、妊娠中の方や子育て中
の家庭にとって気軽に相談できる場
所となるよう、育児に関する相談・助
言等を丁寧に行っていく。

「妊娠・出産に関する相談窓口」での相
談：8,522件
（再掲）妊婦相談：3,261件

「妊娠・出産に関する相談窓口」での相
談：6,787件
（再掲）妊婦相談：3,351件

　引き続き、母子保健コーディネー
ターを活用した相談支援を行い、妊
娠期から子育て期にわたるさまざま
な不安や悩みの解消を図っていきま
す。

時間外保育事業（延
長保育事業）　☆

延長保育利用定員：1,079人
区立スポット固定枠定員：48人
月極延長保育実利用者：206人
認証保育所19時以降契約者：34人

延長保育利用定員：1,162人
区立スポット固定枠定員：48人
月極延長保育実利用者数；202人
認証保育所19時以降契約者：65人

　引き続き、保護者が必要とするとき
に利用できる体制を維持していきま
す。

子ども子育て支援課
保育課

子育て短期支援事業
（ショートステイ）　☆

定員数
　児童養護施設：1人
　乳児院：1人
　協力家庭：4人
延べ利用宿泊日数
　総日数：117日
　　（内訳）児童養護施設：59日
　　　　　　 乳児院：58日
　　　　　 　協力家庭：0日

定員数
　児童養護施設：1人
　乳児院：1人
　協力家庭：4人
延べ利用宿泊日数
　総日数：168日
　　（内訳）児童養護施設：76日
　　　　　　 乳児院：92日
　　　　　 　協力家庭：0日

　引き続き、保護者が家庭で子どもを
養育できないやむを得ない事情があ
るときのセーフティネットとして、機能
するように受け入れ施設・協力家庭
の確保に努めていきます。

子ども家庭支援セン
ター

幼稚園預かり保育
☆

実施園数：4園
利用定員：135人
年間利用件数：18,484件
※利用定員、利用件数ともに登録利用
   と一時利用の合計

実施園数：15園
利用定員：515人
年間利用件数：59,926件
※利用定員、利用件数ともに登録利用
と一時利用の合計

　引き続き、利用者のニーズを確認し
ながら、安全で安心な保育を継続し
て提供できるよう努めていきます。

学務課

【一時預かり保育】
　一時保育（8施設）
　　延べ利用人数：15,233人

【一時預かり保育】
　一時保育（9施設）
　　延べ利用人数：15,390人

【一時預かり保育】
　引き続き、オンライン予約につい
て、利用者の声を踏まえて必要な改
修等を検討し、さらなる利便性の向
上を図ります。

【トワイライトステイ】
　トワイライトステイ（2施設）
　　延べ利用人数：560人
　　　（内訳）
　　　　幼児（延べ利用人数）：486人
　　　　児童（延べ利用人数）：74人

【トワイライトステイ】
　トワイライトステイ（2施設）
　　延べ利用人数：511人
　　　（内訳）
　　　　幼児（延べ利用人数）：411人
　　　　児童（延べ利用人数）：100人

【トワイライトステイ】
　引き続き、オンライン予約につい
て、利用者の声を踏まえて必要な改
修等を検討し、さらなる利便性の向
上を図ります。

【ファミリー・サポート・センター事業】
　提供会員数：254人
　両方会員数：92人
　活動件数：1,779件
　※活動件数は就学前･就学後
　   児童の合算

【ファミリー・サポート・センター事業】
　提供会員数：274人
　両方会員数：75人
　活動件数：1,801件
　※活動件数は就学前･就学後
　   児童の合算

【ファミリー・サポート・センター事業】
　引き続き、地域における育児の相
互援助活動を推進し、子育て家庭の
多様なニーズへの対応を図ります。

子ども家庭支援セン
ター

（４）

（３）

（５）

一時預かり保育、
トワイライトステイ、
ファミリー・サポート・
センター事業　☆

№

1 多様な子育て支援サービスの提供

（２）

（１） 利用者支援事業　☆
保育課
放課後対策課
健康推進課
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方向性２　すべての子育て家庭を支援します

基本施策２－２　多様な子育て支援サービスの提供

事業
令和5年度
（前年度）

令和6年度
（現年度）

今後の方向性 所管課№

【あかちゃん天国】
　拠点数：7カ所
　延べ利用人数実績
　：147,373人

【あかちゃん天国】
　拠点数：7カ所
　延べ利用人数実績
　：146,003人

【あかちゃん天国】
　引き続き、利用者ニーズを捉えたイ
ベントを実施するとともに、育児に関
する相談時に的確な助言を行うこと
で、妊娠中の方や子育て中の家庭に
とって身近で利用しやすい場所とな
るよう努めていきます。

【親子講座（子育て講座、絵本の読み聞
かせ等）の開催】
　子育て講座実施回数：52回
　絵本の読み聞かせ等行事回数
　：442回
　※毎日実施しているものを除く

【親子講座（子育て講座、絵本の読み聞
かせ等）の開催】
　子育て講座実施回数：50回
　絵本の読み聞かせ等行事回数
　：251回
　※毎日実施しているものを除く

【親子講座（子育て講座、絵本の読
み聞かせ等）の開催】
　引き続き、身近な地域の親子の交
流の場として、子育て講座や絵本の
読み聞かせ等の行事を開催して、子
育て家庭の支援に取り組みます。

病児保育事業（病
児・病後児保育）　☆

病児・病後児保育（4施設）
　延べ利用人数：1,637人

病児・病後児保育（4施設）
　延べ利用人数：1,717人

　引き続き、保護者が安心して働ける
環境を確保するためのセーフティ
ネットとして、希望する方が利用でき
るよう、保護者への事前説明を丁寧
に行うほか利便性向上に向けた取組
を継続します。

子ども家庭支援セン
ター

【育児支援ヘルパー】
　育児ヘルパー利用人数：66人
　利用日数：496日

【育児支援ヘルパー】
　育児ヘルパー利用人数：93人
　利用日数：657日

【育児支援ヘルパー】
　引き続き、育児ヘルパーの派遣に
より、保護者の負担を軽減し、家庭に
おける安定した子育てを支援してい
きます。

【緊急一時保育援助事業】
　緊急一時保育利用人数：0人
　利用日数：0日

【緊急一時保育援助事業】
　緊急一時保育利用人数：0人
　利用日数：0日

【緊急一時保育援助事業】
　引き続き、緊急時の育児支援を実
施していきます。

【子どもと子育て家庭の総合相談】
＜新規相談件数＞
　虐待など養護相談：781件
　育児など育成相談：192件
　その他：38件
　合計：1,011件
＜児童館等巡回相談＞
　児童館：9カ所
　巡回相談延べ：107回
　相談件数：215件

【子どもと子育て家庭の総合相談】
＜新規相談件数＞
　虐待など養護相談：1,037件
　育児など育成相談：171件
　その他：46件
　合計：1,254件
＜児童館等巡回相談＞
　児童館：9カ所
　巡回相談延べ：97回
　相談件数：100件

【子どもと子育て家庭の総合相談】
　子どもと子育て家庭を支援し、子ど
もたちが健やかに成長できるよう、関
係機関との連携を図りながらサポー
トする体制を引き続き充実させていき
ます。

子ども家庭支援セン
ター

【教育相談・子ども電話相談】
＜来所相談＞
　ケース件数：344件
　　延べ件数：3,264件
＜電話相談＞
　　相談件数：76件

【教育相談・子ども電話相談】
＜来所相談＞
　ケース件数：389件
　　延べ件数：3,571件
＜電話相談＞
　　相談件数：62件

【教育相談・子ども電話相談】
　引き続き、教育相談・子ども電話相
談を実施します。

教育センター

乳幼児クラブ（児童
館）

乳幼児クラブ登録者数：1,285人
延べ出席者数：29,199人

乳幼児クラブ登録者数：1,227人
延べ出席者数：28,919人

　引き続き、行事や遊びを通じて地域
の親子の交流を図り、子育てを支援
していきます。

放課後対策課

（６）

地域子育て支援拠点
事業（子育て交流サ
ロン「あかちゃん天
国」）　☆

放課後対策課

（８）
育児支援ヘルパー等
派遣事業

子ども家庭支援セン
ター

（７）

（９）
子どもと子育てに関
する相談事業

（１０）

10



方向性２　すべての子育て家庭を支援します

基本施策２－３　特に配慮を必要とする子どもと家庭への支援

事業
令和5年度
（前年度）

令和6年度
（現年度）

今後の方向性 所管課

こどもの発達相談 こどもの発達相談件数：延べ10,356件 こどもの発達相談件数：延べ10,588件
　引き続き、こどもの発達相談を実施
し、適切な支援・療育を行います。

子ども発達支援
センター

育ちのサポートシス
テム

・コーディネーター業務：延べ1,900件
・育ちのサポートカルテ運用件数
  ：186件
・ゆりのき連携発達相談
　：相談27件、紹介22件
・保育園巡回相談：延べ737人
・発達障害支援講演会：1回

・コーディネーター業務：延べ1,745件
・育ちのサポートカルテ運用件数
  ：193件
・ゆりのき連携発達相談
　：相談26件、紹介22件
・保育園巡回相談：延べ813人
・発達障害支援講演会：1回

　引き続き、育ちのサポートシステム
を推進し、「育ちに支援を必要とする
子ども」に対し、切れ目のない一貫し
た支援を行います。

子ども発達支援
センター

障害児支援事業

・児童発達支援：延べ871件
・放課後等デイサービス
　：延べ2,858件
・保育所等訪問支援：延べ118回
・医療的ケア児等支援連携部会
  ：２回開催
・医療的ケア児コーディネーター
　の配置

・児童発達支援：延べ1,055件
・放課後等デイサービス
　：延べ2,483件
・保育所等訪問支援：延べ148回
・医療的ケア児等支援連携部会
  ：２回開催
・医療的ケア児コーディネーター
　の配置

　引き続き、子ども発達支援センター
を中心に、障害児支援事業を実施し
ます。

障害者福祉課
子ども発達支援
センター

特別支援教育の充
実

就学相談状況
　：小学校126件、中学校21件

　知的に課題がなく発達上に課題が
ある児童・生徒に対して、適切な指
導を行うため、全小中学校に特別支
援教室を設置し、巡回指導教員が各
小中学校で少人数で個別指導を実
施した。

就学相談状況
　：小学校153件、中学校39件

　知的に課題がなく発達上に課題が
ある児童・生徒に対して、適切な指導
を行うため、全小中学校に特別支援
教室を設置し、巡回指導教員が各小
中学校で少人数で個別指導を実施し
た。

　引き続き、関係機関と連携し、当該
幼児・児童の状況を適切に把握する
とともに、一人一人に合った適切な
学習環境につなげていきます。
　発達障害のある児童・生徒が在籍
する学校で、より適切な支援を受け
られる体制を強化するため、引き続
き全小中学校の特別支援教育コー
ディネーターや教員の指導力の向上
に向けた取組を推進していきます。

教育センター

養育支援訪問事業
☆

　虐待の未然防止に向けた取組とし
て、特に母子保健サービス（母親学
級や新生児訪問事業、乳幼児健診
等）を実施する保健所・保健センター
等と連携し、特定妊婦や子育てに強
い不安を抱える家庭、虐待のおそれ
やリスクを抱えて特に支援が必要な
家庭に対して訪問により指導や助言
を行う「養育支援訪問事業」を実施し
た。
　支援家庭数：4家庭

　虐待の未然防止に向けた取組とし
て、特に母子保健サービス（母親学級
や新生児訪問事業、乳幼児健診等）
を実施する保健所・保健センター等と
連携し、特定妊婦や子育てに強い不
安を抱える家庭、虐待のおそれやリス
クを抱えて特に支援が必要な家庭に
対して訪問により指導や助言を行う
「養育支援訪問事業(子育て世帯訪問
支援事業)」を実施した。
　支援家庭数：4家庭

　特に配慮を必要とする子どもとその
家庭に対し、ヘルパーを派遣するこ
とで、育児や家事の軽減を図ると同
時に、子どもの安否を確認し、家庭
内の虐待のリスクを下げることがで
きているので、より効果的な支援が
できるよう、事業所との連携を強化し
ていきます。

子ども家庭支援
センター

要保護児童対策地
域協議会　☆

代表者会議：1回
実務者会議：4回(講演会含む)
個別ケース会議：80回
オレンジリボンキャンペーン：街頭啓
発を11月に京橋地区、日本橋地区、
月島地区で実施。

代表者会議：1回
実務者会議：5回(講演会含む)
個別ケース会議：67回
オレンジリボンキャンペーン：街頭啓
発を11月に京橋地区、日本橋地区、
月島地区で実施。

　要保護児童対策地域協議会の中
で、民生・児童委員や担当地域の主
任児童委員など関係機関との連携を
より一層強化するとともに、体罰や暴
言を使わない子育てについて保護者
の理解を深めていきます。

子ども家庭支援
センター

児童虐待情報専用
電話「子どもほっとラ
イン」

被虐待（身体）：3件
被虐待（心理）：0件
被虐待（ネグレクト）：0件
虐待非該当・特定不可：7件
その他：0件
計10件

被虐待（身体）：0件
被虐待（心理）：0件
被虐待（ネグレクト）：0件
虐待非該当・特定不可：4件
その他：0件
計4件

　引き続き、児童虐待防止の広報・
啓発活動から「子どもほっとライン」
の周知を図っていきます。

子ども家庭支援
センター

（１）

（２）

（３）

№

1

2

育ちに支援を必要とする子どもへの支援

（１）

（２）

（３）

（４）

児童虐待防止対策
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方向性２　すべての子育て家庭を支援します

基本施策２－３　特に配慮を必要とする子どもと家庭への支援

事業
令和5年度
（前年度）

令和6年度
（現年度）

今後の方向性 所管課№

実費徴収に係る補足
給付を行う事業　☆

実費徴収に係る補足給付件数：
　【保育課】延べ142件
　【学務課】11件
（内訳）
　【保育課】
　＜1号認定＞
　　教科書・行事費等（給食費以外）
　　：延べ19件
　＜2号認定＞
　　教科書・行事費等（給食費以外）
　　：延べ37件
　＜3号認定＞
　　教科書・行事費等（給食費以外）
　　：延べ44件
　＜施設等利用給付認定＞
　　給食費(副食材料費)：延べ42件
　　【学務課】
　＜1号認定＞
　　教科書・行事費等（給食費以外）
　　：11件

実費徴収に係る補足給付件数：
　【保育課】延べ109件
　【学務課】9件
（内訳）
　【保育課】
　＜1号認定＞
　　教科書・行事費等（給食費以外）
　　：延べ10件
　＜2号認定＞
　　教科書・行事費等（給食費以外）
　　：延べ68件
　＜3号認定＞
　　教科書・行事費等（給食費以外）
　　：延べ31件
　＜施設等利用給付認定＞
　　給食費(副食材料費)：延べ0件
　　【学務課】
　＜1号認定＞
　　教科書・行事費等（給食費以外）
　　：9件

　引き続き、保護者の経済的な負担
軽減を図っていきます。

保育課
学務課

子どもの学習・生活
支援事業

小学生向け学習会
　年60回開催（30回×2会場）
　参加延べ人数：870人
中学生向け学習会
　年144回開催（36回×4会場）
　参加延べ人数：1,272人
高校生世代向け居場所型学習支援
　年95回開催（週2日・1会場）
　参加延べ人数：710人

小学生向け学習会
　年90回開催（30回×3会場）
　参加延べ人数：1,066人
中学生向け学習会
　年144回開催（36回×4会場）
　参加延べ人数：1,207人
高校生世代向け居場所型学習支援
　年188回開催（週4日・1会場）
　参加延べ人数：1,382人

　引き続き、子どもが安心して学習で
きる居場所として、学習習慣の定着
や、学習意欲と自尊心の向上につな
がるよう取り組みます。

地域福祉課
子ども子育て
支援課

就学援助
要・準要保護認定者数
  小学校：521人
  中学校：250人

要・準要保護認定者数
  小学校：471人
  中学校：229人

　引き続き、保護者の経済的な負担
軽減を図っていきます。

学務課

受験生チャレンジ支
援貸付

相談件数
　新規：63件
　継続：424件
貸付実績
　塾代等受講費用：32件
　受験料：33件

相談件数
　新規：96件
　継続：542件
貸付実績
　塾代等受講費用：30件
　受験料：34件

　引き続き、進学支援のため、委託
先の社会福祉協議会と連携を図りな
がら、貸付事業の利用促進に努めて
いきます。

地域福祉課

【ひとり親家庭の自立支援】
　自立支援教育訓練給付金：0人
　高等職業訓練促進給付金：5人
　ホームヘルプサービス：8世帯
　　　　　　　　　　　　　　　　延べ181回

【ひとり親家庭の自立支援】
　自立支援教育訓練給付金：１人
　高等職業訓練促進給付金：４人
　ホームヘルプサービス：12世帯
　　　　　　　　　　　　　　　　延べ472回

　引き続きひとり親家庭の自立に向
け、支援事業を実施します。

【ひとり親家庭相談・女性相談】
　ひとり親家庭相談：433件
　女性相談：201件

【ひとり親家庭相談・女性相談】
　ひとり親家庭相談：512件
　女性相談：175件

　引き続きひとり親家庭、困難な問題
を抱える女性に寄り添った相談事業
に努めます。

（３）

（４）

3 子育て世帯への経済的支援

ひとり親家庭の支援（１）
子ども子育て
支援課

4 ひとり親家庭の自立支援

（１）

（２）
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方向性３　地域・社会全体で子どもを育む力を高めます

基本施策３－１　地域・社会全体による子育ての推進

事業
令和5年度
（前年度）

令和6年度
（現年度）

今後の方向性 所管課

仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラ
ンス）

ワーク・ライフ・バランス推進事業
　新規認定企業数：1社
　アドバイザー派遣企業数：2社
　セミナー開催回数：年2回
中央区イクメン講座
　参加者数：25人（託児件数3件）
　開催回数：年3回

ワーク・ライフ・バランス推進事業
　新規認定企業数：7社
　アドバイザー派遣企業数：4社
　セミナー開催回数：年2回
中央区イクメン講座
　参加者数：17人（託児件数4件）
　開催回数：年3回

　引き続き、区内企業のワーク・ライ
フ・バランス推進に向けた取組を支
援するとともに、男性の家事・育児
への参画を促進するための学びの
場を提供します。

総務課

育児中の保護者社
会参加応援事業

参加者：39人（託児件数40件）
開催回数：年6回
（原則奇数月第3水曜日）

参加者：33人（託児件数33件）
開催回数：年6回
（原則奇数月第3水曜日）

　引き続き、育児中の保護者の社会
参加の機会を提供します。

総務課

保育所での地域交流
事業

区立保育所：延べ66回実施
私立保育所：延べ408回実施
・地域のおとしよりとの交流
・幼稚園との交流
・小学校との交流など

区立保育所：延べ82回実施
私立保育所：延べ945回実施
・地域のおとしよりとの交流
・幼稚園との交流
・小学校との交流など

　引き続き、身近な地域の方々や、
保育所・幼稚園・小学校の子どもた
ちとの地域における交流を推進して
いきます。

子ども子育て支援
課
保育課

（２）
地域家庭教育推進
協議会

＜協議会〉＞
　委員：14人
　会議：6回
＜家庭教育学習会（総計）＞
　実施状況：76講座、80回
　参加者数：2,158人
＜報告・交流会＞
　実施状況：1回
　参加者数：40人

＜協議会〉＞
　委員：14人
　会議：6回
＜家庭教育学習会（総計）＞
　実施状況：75講座、77回
　参加者数：1,968人
＜報告・交流会＞
　実施状況：1回
　参加者数：38人

　引き続き、地域全体で家庭教育を
支援し、家庭の教育力向上を図るた
め、家庭教育学習会の充実に努
め、子育てに役立つ知識習得・体験
の機会を提供します。特に、父親の
家庭教育参加や親力の向上、子育
て不安の軽減等の重点課題をとら
えた企画を推進します。

文化・生涯学習課

家庭教育学習会（協
議会主催）

＜家庭教育学習会(子育てキャンパス)＞
　実施状況：3講座、4回
　参加者数：25人

＜家庭教育学習会(その他の協議会主
催講座)＞
　実施状況：5講座、7回
　参加者数：154人

＜家庭教育学習会(子育てキャンパス)＞
　実施状況：3講座、4回
　参加者数：30人

＜家庭教育学習会(その他の協議会主
催講座)＞
　実施状況：4講座、5回
　参加者数：135人

（地域家庭教育推進協議会と同じ） 文化・生涯学習課

家庭教育学習会（入
園・入学準備期等）
（幼稚園・小・中学校
との共催）

＜家庭教育学習会(入園・入学期)＞
　実施状況：2講座、2回
　参加者数：255人

＜家庭教育学習会(入園・入学期)＞
　実施状況：2講座、2回
　参加者数：185人

（地域家庭教育推進協議会と同じ） 文化・生涯学習課

家庭教育学習会（団
体との共催）

＜家庭教育学習会 （団体との共催分）＞
　実施状況：66講座、67回
　参加者数：1,640人

＜家庭教育学習会 （団体との共催分）＞
　実施状況：65講座、65回
　参加者数：1,565人

（地域家庭教育推進協議会と同じ） 文化・生涯学習課

家庭教育講演会（中
央区PTA連合会との
共催）

＜家庭教育講演会＞
　1講座、1回
　参加者数：52人

＜家庭教育講演会＞
　1講座、1回
　参加者数：53人

（地域家庭教育推進協議会と同じ） 文化・生涯学習課

家庭教育学習会「お
やじの出番！」（父親
の子育て参加促進事
業）

＜家庭教育学習会「おやじの出番！」＞
　実施状況：12講座、13回
　参加者数：169人
　（実績は内数）

＜家庭教育学習会「おやじの出番！」＞
　実施状況：9講座、9回
　参加者数：126人
　（実績は内数）

（地域家庭教育推進協議会と同じ） 文化・生涯学習課

報告・交流会
＜報告・交流会＞
　実施状況：1回
　参加者数：40人

＜報告・交流会＞
　実施状況：1回
　参加者数：38人

（地域家庭教育推進協議会と同じ） 文化・生涯学習課

子育て支援講座
＜子育て支援講座＞
　開催回数：11回
　参加者数：108人

＜子育て支援講座＞
　開催回数：20回
　参加者数：189人

　引き続き、親力向上と地域組織力
向上を目的とした講座を実施しま
す。

子ども家庭支援セ
ンター

（３）

№

1 ワーク・ライフ・バランスの推進

（１）

（２）

（１）

2 地域における子育て支援

家
庭
教
育
学
習
会
の
内
訳
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方向性３　地域・社会全体で子どもを育む力を高めます

基本施策３－１　地域・社会全体による子育ての推進

事業
令和5年度
（前年度）

令和6年度
（現年度）

今後の方向性 所管課№

通学路等の安全確
保

・防犯ブザーの配布：1,678個
・こども110番登録件数：682件
・区内幼稚園・保育園の3～5歳を対象
　に交通安全教育絵本を配布：5,065冊
・区内小学校新入学生全員に、ランド
　セルカバーを配布：1,746枚
・通学路の安全点検実施：８校

・防犯ブザーの配布： 2,434個
・こども110番登録件数： 684件
・区内幼稚園・保育園の3～5歳を対象
　に交通安全教育絵本を配布：4,313冊
・区内小学校新入学生全員に、ランド
　セルカバーを配布：1,686枚
・通学路の安全点検実施：10校

　引き続き、関係機関と連携し、登
下校時の通学路等における児童・
生徒・園児の安全確保に努めます。

学務課
交通課

（１）

3 子どもを守る安全なまちづくり
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方向性３　地域・社会全体で子どもを育む力を高めます

基本施策３－２　次世代の育成支援

事業
令和5年度
（前年度）

令和6年度
（現年度）

今後の方向性 所管課

文化のリレーの実施

お茶会、英会話、ダンス、吹き矢、ウ
クレレ、太鼓、そば打ちなど
　実施状況：18回開催
  （うち4回は公募型）
　参加人数：413人

お茶会、ダンス、三味線、吹き矢、ウ
クレレ、太鼓、そば打ちなど
　実施状況：18回開催
  （うち3回は公募型）
　参加人数：510人

　引き続き、実施回数の維持を図っ
ていきます。

文化・生涯学習課

＜少年リーダーの養成＞
少年リーダー養成研修会参加者
：60人(宿泊研修のみ）

＜少年リーダーの養成＞
少年リーダー養成研修会参加者
：87人(宿泊研修のみ）

　定員の９割を超える参加者数を目
指します。また、将来に渡り活動でき
る場と機会の拡大を図るために組織
された少年リーダー養成研修会
OBOGへの加入を促していきます。

＜青年リーダーの育成＞
・区の事業および地域活動への協力
・少年リーダー養成研修会OBOG会
：延べ46人（若葉会）
・二十歳のつどい実行委員会OBOG
会
：延べ9人（いろは会）
・その他：多数

＜青年リーダーの育成＞
・区の事業および地域活動への協力
・少年リーダー養成研修会OBOG会
：延べ78人（若葉会）
・二十歳のつどい実行委員会OBOG
会
：延べ15人（いろは会）

　地域からの依頼に対して、安定的
に派遣できるように、各OBOG会の
会員数の確保に努めるとともに、区
や地域の事業において一部の事業
を企画・立案させ、運営を任せる等
自主性や自立性を身につけた青年
リーダーの育成を進めます。

スポーツ少年団

種目：野球、剣道、バドミントン、
　　　 　 卓球、空手道など
　登録団：19団
　登録団員：851人
　指導者：251人

種目：野球、剣道、バドミントン、
　　　 　 卓球、空手道など
　登録団：22団
　登録団員：1,007人
　指導者：274人

　現在の登録団数・団員数を増加さ
せるよう取り組みます。

スポーツ課

少年少女スポーツ教
室

区主催：バドミントン、ミニバスケット
ボールなど
10種目14教室 710人参加
体育協会主催：
合気道、トランポリン
2種目2教室 53人参加
※中学生・保護者含む

区主催：バドミントン、ミニバスケット
ボールなど
12種目15教室 834人参加
スポーツ協会主催：
合気道、トランポリン
2種目2教室 75人参加
※中学生・保護者含む

　引き続き、少年少女スポーツ教室
を開催していきます。

スポーツ課

（３）

（４）

№

1 青少年の健全育成

（１）

（２）
少年リーダー養成研
修会

文化・生涯学習課
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